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○副議長（川上八郎） 次に、１６番 櫻井 周議員の発言を許します。──

──櫻井議員。  

○１６番（櫻井 周）（登壇） それでは、ただいま議長より発言の許可をいた

だきましたので、事前通告に従って質問させていただきます。  

 まず、行政評価についてお伺いをいたします。  

 この２年間、行政評価結果報告書及び事務事業評価シートの記載内容を充実

させてきたというふうに承知しておりますが、具体的にどのように充実させて

きましたでしょうか。  

 また、行政評価を充実させることによって、どのような成果が得られました

でしょうか。  

 この行政評価は、総合計画の進捗管理のツールという意味合いもございます。

事業部門にとっては、行政評価は事業の成果を振り返るきっかけだというふう

にも思います。したがいまして、大々的にやるというようなものではなく、プ

ラン・ドゥー・チェック・アクションのサイクルを回す中で、必要な作業、地

道にやる作業だというふうに理解をしております。  

 日本評価学会の全国大会、ことしの２月に行われておりますけれども、評価

に関して、自治体職員から聞かれる声は、評価の必要性は理解しているものの、

作業負荷が大きい。評価の効果が実感できない。評価以前に行政としてやらな

ければならないことがあるなど、評価に対する消極的な内容が目につくという

研究報告もございました。ほかの自治体では、行政評価疲れというようなこと

で、行政評価をやめてしまったところもございます。  

 そこで、伊丹市ではどうなのかということが心配になってくるわけでござい

ますが、事業部門にとって、この行政評価が政策室にやらされているという仕

事になっているのではないかというふうに心配するところでございます。目的

意識なしにやっているという仕事ほど無駄なものはございません。  

 そこで、お尋ねをいたします。行政評価の位置づけ及び今後の活用方針並び

にそれらの事業部門への浸透をどのようにお考えでしょうか。  

 次に、大雨の洪水対策、排水問題についてお尋ねをいたします。  

 午前中の篠原議員の質問の中にもございましたので、重複する部分について

は答弁は省略していただいて結構でございます。  

 まず、雨水排水全般についてお伺いをいたします。  

 ８月２５日日曜日の午前中に大雨がございました。花火大会も中止になって

しまいました。伊丹市内では道路が冠水した部分ございます。金岡川は御願塚

８丁目付近であふれておりました。金岡雨水貯留管は満杯になりました。１９

９５年夏の大雨で、この地域、床下浸水など起きましたけども、そうしたこと
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が思い出されるような大雨でございました。我が家もこのときは床下浸水をい

たしました。 そこで、お尋ねをいたします。地域防災計画は毎年見直しはさ

れておりますが、伊丹市内の洪水対策は、現状で十分なんでしょうか。 これ

は、ゲリラ豪雨ということが全国各地で発生をしております。さらなる洪水対

策が必要なのではないかというふうにも感じるところでございます。そうしま

すと、雨水貯留管をもう一つということを要望しなきゃいけないのかなという

ふうにも思いますが、これは実際問題、財政的には無理だと思います。そこで、

お金を余りかけずにできるこということを考えていかなきゃいけないというふ

うに思います。  

 その一つとして、兵庫県立阪神昆陽高校では、グラウンドの周囲をかさ上げ

し、グラウンドに降った雨はグラウンドに貯留するというようなことをやって

おります。８月２５日の大雨の際も大体２０センチぐらいたまったというふう

に聞いております。  

 そこで、お尋ねをいたします。兵庫県立阪神昆陽高校のグラウンドでの雨水

貯留の結果、その後のグラウンドの状態はどのようであったでしょうか。  

 グラウンドへの悪影響が小さいようであれば、伊丹市立の小学校、中学校、

高等学校、スポーツセンター、女性・児童センターなどのグラウンドで雨水を

貯留できるように、グラウンドの周囲をかさ上げしてはいかがでしょうか。  

 また、もう一つほかの対策といたしまして、道路舗装透水性化というのもご

ざいます。透水性舗装であれば、雨が降れば、雨水は地下にしみ込んで浸透し

ていきます。洪水防止機能として期待できるところでございます。また、生活

道路は、当然のことながら、市内全域にございますので、トータルの面積は非

常に大きいものがございます。また、後ほど質問させていただきますヒートア

イランド対策としても有効でございます。  

 そこで、お尋ねをいたします。透水性の道路舗装を導入すべきというふうに

考えますが、伊丹市内の国道、県道、市道の歩道の透水性舗装はどの程度進ん

でいますでしょうか。  

 また、透水性舗装の導入は、今後どの程度進める計画でございますでしょう

か。  

 一方で、生活道路などで透水性舗装を導入していくということは、技術的に

可能でございましょうか。  

 次に、雨天の際の汚水管の流量増大についてお尋ねをいたします。  

 伊丹市内の下水は、大半の地域で汚水と雨水分流式を採用してございます。

分流式の地域では、雨が降っても、降った雨は雨水管のほうに流れて、汚水の

流量はふえないはずでございます。そうしたことのためにわざわざ高い建設費

用をかけて分流式を採用しておるというふうに理解しております。  
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 ところが、大雨が降ると、雨水管だけでなく、汚水管の流量も大幅に増加し

ております。これは雨水が汚水管に流入しているものというふうに考えられま

す。つまり、分流式が十分に機能していないのではないかというふうに感じる

ところでございます。  

 そこで、お尋ねをいたします。大雨が降ると、分流式の地域で汚水管の流量

がどの程度増加するのでしょうか。  

 また、分流式にもかかわらず、なぜ汚水管の流量が増加するのでしょうか。  

 ８月２５日にも汚水管の流量がふえて、場所によってはトイレの水が流れな

いなどの問題も発生いたしました。  

 そこで、お尋ねをいたします。大雨のときに、家庭における排水不良はどの

程度発生していると把握されてますでしょうか。  

 一方、この下水処理場での問題についてもお尋ねをいたします。  

 汚水の流量が大幅に増加すると、下水処理場での汚水処理が追いつかないと

いう問題がございます。そうしますと、１次処理を行っただけで、２次処理を

行わずに河川に放流するということになってしまいます。この場合、大量の雨

水で希釈されているということもございますので、水質汚濁防止法３条に基づ

いて定められる水質基準は遵守されているものというふうには思います。思い

ますが、汚濁物質は大量に猪名川から大阪湾に流れるということになります。  

 大阪湾は閉鎖性水域で、水質汚濁防止法４条の２及び瀬戸内海環境保全特別

措置法１２条の３などで、汚濁負荷量の総量規制を行っている地域でございま

す。その昔、高度成長時代には、大阪湾、伊勢湾、東京湾など、閉鎖性水域の

水質が非常に悪化したという反省に基づいて、こうした規制が設けられている

ものというふうに理解をしております。  

 そこで、お尋ねをいたします。大雨のときに、汚水を２次処理を行わずして

放流することは、水質汚濁防止法や瀬戸内海環境保全特別措置法の立法趣旨に

鑑みて、好ましくないというふうに考えますが、市当局のお考えをお聞かせく

ださい。  

 以上のように、汚水管へ流入する不明水の対策が急務であると考えられます

が、市当局はどのような対策を講じていらっしゃいますでしょうか。  

 また、この不明水に関する下水処理費用の負担のあり方についても、２点質

問させていただきます。  

 １つは、大雨が降って増加する不明水は雨水である可能性が極めて高いとい

うふうに考えます。雨水由来の不明水を下水道利用者が負担しているという現

状は、汚水は利用者負担、雨水は税負担との原則に反するのではないでしょう

か。  

 また、この下水処理場での費用の負担のあり方でございますが、原田下水処
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理場の下水処理費用は、流域にあります伊丹市、川西市、宝塚市、猪名川町、

豊中市、池田市、箕面市、豊能町で負担をしております。不明水はどの地域で

発生しているか、特定されておりません。したがいまして、不明水に係る下水

処理費用は、徴収した下水道料金に基づいて、按分して負担をしています。現

状の下水処理費用負担体系では、不明水を頑張って削減しても、削減できた下

水処理費用は按分してしまうので、頑張った市が報われないということになり

ます。すなわち正直者がばかを見るという状況になってしまいます。  

 そこで、お尋ねをいたします。下水処理費用ついて、不明水対策が報われる

費用体系に改善していくべきと考えますが、市当局のお考えをお聞かせくださ

い。  

 次、３点目に、ヒートアイランド対策についてお伺いをいたします。  

 ことしの夏は、例年にも増して猛暑が続きました。ヒートアイランド現象緩

和に取り組むべきだということを体をもって感じるところとなりました。  

 そこで、第５次総合計画、環境が大切にされ、暮らしやすさと調和したまち

の部分を見ますと、ヒートアイランドが課題として確認されておることがわか

ります。そして、環境基本計画の第２章、環境の現状と課題では、ヒートアイ

ランド現象を課題として認識とされております。ページの半分ぐらい割いて詳

しく書かれております。しかし、第３章の環境基本計画の目標では、ヒートア

イランドについては言及がございません。すなわちヒートアイランド問題に対

する解決策が明示されていないというふうにも見えます。  

 事務事業の中には、ヒートアイランド対策に貢献するという事業、たくさん

あることは承知しておりますが、全体としての取り組みがなかなかわかりづら

いという状況になっております。  

 そこで、お尋ねをいたします。伊丹市のヒートアイランド問題に対する取り

組みはどのように進められていますでしょうか。  

 また、まちの緑化を推進するということをやりますと、樹木の蒸散作用で気

温上昇を緩和することができるということでございますが、そこで、お尋ねを

いたします。伊丹市の緑被率と緑視率はどの程度でございますでしょうか。  

 また、公園、校庭、園庭の緑化推進や街路樹の拡充を進める余地はあります

でしょうか。 また、緑地としまして、農地というのもございます。特に水田

はヒートアイランド対策に有効でございます。また、農地には雨水を貯留し、

地下へ浸透させる機能もありますので、先ほど申し上げた洪水対策ということ

からも意味があるかというふうに考えます。  

 しかし、農の振興プランという計画を見ますと、農地保全に関するいろんな

施策については書いてあるものの、数値的な目標、どれぐらいやるのかという

ことが一切書かれてございません。  
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 そこで、お尋ねをいたします。ヒートアイランド対策や洪水対策などの農地

の持つ外部経済性について、どのように評価されていますか。  

 また、地域防災計画や環境基本計画において期待される農地の持つこれらの

機能を確保するために、伊丹市域でどの程度の農地面積を確保する必要があり

ますか。そして、それらは、農の振興プランでどのように達成されるのでしょ

うか。  

 次に、植木産業ということ、これ、伊丹は植木産業で有名な地域でございま

すが、しかし、ウメ輪紋病による被害を受けており、植木産業がちょっとしん

どい状況にございます。しかし、まちの緑の維持を図るという観点でも、これ

重要な観点かというふうに思いますが、伊丹市の取り組みはいかがでしょうか。  

 また、これらについて、国や県からの支援を引き出すことはできますでしょ

うか。  

 最後に、工場、伊丹市内にも工場が幾つかございます。工場立地法４条の２

及び企業立地促進法１０条で規定される緑化基準については、地方分権化によ

り市の裁量で定めることができるようになりました。  

 そこで、お尋ねをいたします。工場などの緑化について、工場立地法などに

おける地方分権化を活用して、伊丹市でどのような取り組みを行っております

でしょうか。  

 以上、１回目の質問とさせていただきます。  

○副議長（川上八郎） 桝村総合政策部長。  

○番外（総合政策部長桝村一弘）（登壇） 私からは、行政評価についての数点

の御質問にお答え申し上げます。  

 初めに、行政評価の２年間の改善点とその成果についてでございますが、こ

れまで取り組んでまいりました改善点といたしましては、市民の皆様に行政評

価の取り組みをより詳しくお知らせするため、施策シートの公表に加えまして、

施策を構成する事務事業シートをホームページ上で公表したことを初めとし、

事務事業や施策の達成度を図る指標について、その適切性について再点検し見

直しを図ったほか、施策の成果と課題や総合計画の基本方針に対する貢献度を

あらわすため、評価シート様式の見直しを行ってまいりました。  

 次に、これらの成果でございますが、指標の見直しや新たな評価項目を設け

ることで、より効率的、効果的な事業実施を進めるとともに、課題も含めた積

極的な情報公開を行うことで、市民に対する説明責任をより果たすことができ

たと考えております。  

 続きまして、行政評価の位置づけでございますが、行政評価の位置づけにつ

きましては、伊丹市まちづくり基本条例第９条におきまして、市は効率的かつ

効果的に市政運営を行うとともに、市政に関して市民に説明責任を果たすため、
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その実施し、または実施しようとする政策、施策及び事務事業の評価を行い、

その結果を市民に公表するものとするとしているところでございます。  

 次に、今後の活動方針についてでございますが、行政評価につきましては、

予算と決算に連動させて事務事業や施策の達成度を評価することにより、効率

的かつ効果的に事務事業や施策を進めることで総合計画の進行管理を行ってい

るものでございます。つきましては、今後も引き続きその目的を最大限達成す

るために、より適切な評価ができるよう質の向上を図りますとともに、行政評

価を運用する際の負担軽減を図るための方策を検討してまいります。  

 次に、事業部門の浸透についてでございますが、議員御指摘のとおり、行政

評価システムは運用する職員の意識改革が重要でありますことから、新人研修

におきまして総合計画に基づくみずからの事務事業の位置づけと行政評価制度

について研修を行うとともに、各職場におきましては施策目的を共有し、施策

立案時や予算編成時において組織内で議論する材料として活用していただいて

いるものでございます。その認識や理解を深めるため、研修の充実や日々のＯ

ＪＴを積極的に進めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますよう

お願い申し上げます。  

○副議長（川上八郎） 大石都市基盤部長。  

○番外（都市基盤部長大石正人）（登壇） 私からは、雨水の排水に関する数点

の御質問にお答えします。  

 まず、ゲリラ豪雨への対策についての御質問でございますが、本市の雨水対

策につきましては、平成２４年度末の雨水延長整備率は７９．５％に達するな

ど、浸水被害の軽減に確かな効果を上げる一方、計画豪雨を超える雨を観測す

るなど集中豪雨が多発し、道路冠水や低い土地の浸水に至る状況も見られる。

このような浸水被害につきましては、本市といたしましては、浸水箇所の雨水

排水経路、道路側溝や近接する雨水幹線へ変更し、雨水の分水化を図るなどの

対応策について検証し、実現可能なものから順次取り組んでまいりたいと考え

ています。また、抜本的な対策としまして、市内全域の地形や高低差を加味し

た浸水シミュレーションを実施し、現在把握している浸水箇所を含め雨水が集

まりやすい箇所を洗い出し、どのような対応ができるかを検討してまいりたい

と考えております。  

 次に、さらなる洪水対策としまして、市内の市立小・中・高等学校への校庭

貯留ですが、御案内のとおり、県立阪神昆陽高校におきましては、校庭貯留を

実施し、校庭に最大水深約３６センチで１１３５立方メートルを貯留するとさ

れております。８月２５日の集中豪雨では、校庭に水深約２０センチメートル

の水がたまったと聞いており、また、雨水貯留後のグラウンド状態は特に支障

はなかったと伺っております。本市におきましては、治水対策としましては、
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従来のハード整備に加え、各家庭での雨水浸透圧や雨水貯留タンクの設置や一

定規模以上の開発事業者に雨水貯留施設の設置指導を行うとともに、市内小・

中・高等学校の校庭貯留につきましても兵庫県と協議を行いながら関係部局と

の連携を図り市民の合意形成などを勘案しながら検討を進めてまいりたいと考

えております。  

 次に、伊丹市内の透水性舗装の整備状況についてでございますが、国道につ

きましては、１７１号線の寺本地先、昆陽地先、下河原地先で透水性舗装を整

備しており、整備延長は約１キロメートル、県道については主に都市計画道路

を中心に尼崎港川西線、尼崎宝塚線、伊丹飛行場線、塚口長尾線などで整備さ

れており、整備延長は約７キロメートル、市道についても都市計画道路を中心

として整備延長約１４キロメートルで、主な路線としましては、山田伊丹、昆

陽千僧、宝塚池田、岩屋森本、口酒井森本線などで、いずれも歩道部で透水性

舗装を施工しております。  

 次に、今後の計画についてですが、今の段階では計画的なものはございませ

んが、今後、道路の改築または新設を行う場合や歩道舗装において老朽化に伴

う更新の必要が生じた場合は、基本的に透水性材料を使用した舗装を実施して

まいりたいと考えております。  

 次に、生活道路などで透水性舗装を導入していくことは技術的に可能かにつ

いてでございますが、車道における透水性舗装は雨水を舗装内に浸透させた状

態で車両による繰り返し荷重を受けることから、路床の支持力が低下し、早期

に破損することが懸念されるといった構造的なこと、また、従来の舗装に比べ

て舗装の厚みを増す必要があることなど経済性の面でも多くの課題を抱えてい

ることから、その導入は非常に難しいと考えておりますが、今後の技術開発の

動向等にも注視してまいりたいと考えております。  

 次に、雨水の汚水管への流入についての御質問でございますが、雨水流入の

原因といたしましては、汚水管渠の老朽化に伴い、下水道管の接合部や各家庭

の汚水升取りつけ部分からの雨水の浸入が考えられますが、雨天時の増加量に

つきましては降雨量や降雨強度に左右されるため、明確な量はつかめておりま

せん。こうしたことから、本市といたしましては、平成１１年より不明水対策

の一方策としまして、管渠内に新たな管渠をつくる管渠更生工事を行ってきて

おり、引き続き計画的な改築、更新を実施し、雨水流入を予防してまいりたい

と考えております。  

 

 次に、汚水の排水不良についての御質問でございますが、現時点で私どもに

御連絡をいただいてるのは市内で７件ございます。本市といたしましては、分

流管に雨水が浸入することにより、御家庭からの汚水が下水道本管に流れにく
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くなり、トイレの水が流れないなど生活に支障が生じ、市民の皆様に御迷惑を

おかけしていることを深く受けとめ、今後とも計画的な管渠更生工事の実施な

ど、本来の分流管としての機能確保に努めてまいりたいと考えております。  

 次に、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法との関係についての

御質問についてお答えいたします。  

 猪名川を経由して大阪湾へ排水しております原田処理場では、大雨時に下水

量が増加して下水処理場の維持操作に苦慮する状況の中で、議員御指摘のとお

り、一部の下水を沈殿だけの処理で猪名川へ放流するケースがございます。こ

の措置は分流式下水道への雨水流入といった影響もございますが、大阪府側の

一部区域が合流式下水道を採用していることも起因すると考えられます。この

ため、原田処理場では雨天時の水質基準ＢＯＤ４０ミリグラム／リットルの遵

守により分流式下水道並みの汚濁負荷量を確保できることから、総量規制に対

応してるとは考えておりますが、地域環境の保全という視点に立てば、さらな

る汚濁負荷量の低減が求められるところでございます。その達成に向けては、

一義的には流域全体で雨水流入の防止策を進める必要があり、本市としまして

も今後とも管渠更生工法を初め、効果的な対策を講じてまいりたいと考えてお

ります。  

 次に、不明水対策についてでございますが、雨天時における流入下水の増大

は公共下水道由来のものと宅地内の雨水が流入する使用者側のものとに分類さ

れます。こうしたことから、本市では公共下水道側の対策としまして、雨水浸

入の防止効果が高い管路資材の導入に加えて、管渠内側から破損箇所に止水薬

液を注入するパッカー工法などの止水工事を行うとともに、取りつけ管につい

ては家の建てかえなどの機会を捉えて水密性の高い管路資材に取りかえる作業

を実施し、重ねて不明水対策としての効果が高い管渠更生工事に取り組んでお

ります。使用者側の対策としましては、引き続き排水設備の完成検査を通して

雨水誤接続箇所の発見と不良箇所の改善指導を行うとともに、市民の皆様に下

水道の正しい使い方を啓蒙してまいりたいと考えております。  

 次に、汚水と雨水の処理費用にかかる費用負担についての御質問でございま

すが、雨天時に汚水管に流入してくる雨水については、通常、不明水と呼ばれ、

汚水管路のすき間やクラックなどから流入するものでございます。この不明水

は雨天時に流入することが見込まれますことから、毎年汚水処理にかかる経費

の一部を一般会計から繰り入れをいただいており、その額は平成２４年度決算

では約６４６万円となっております。  

 次に、流域下水における各市町の費用負担のあり方についての御質問でござ

いますが、現在、不明水に対する処理費用につきましては、流域市町が処理水

量に応じて案分負担を行っており、不明水の水量については晴天時と雨天時の
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差により一定推定することは可能ではございますが、流域市町内の流入量を把

握することは難しい状況であります。また、実態把握の必要性を認識するもの

の、流量計の設置には数千万円の費用が見込まれることから不明水対策による

削減量を把握することも難しいものと考えております。しかし、伊丹市はもと

より、流域市町におきましても事業開始から４０年以上が経過していることか

ら、今後は汚水管の長寿命化工事や布設がえ工事などにより不明水も一定削減

されていくものと考えております。  

 今後は国、府、県、流域市町など関係団体と協議しつつ汚水管整備の改善に

努めてまいりますので御理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。  

○副議長（川上八郎） 村上市民自治部長。  

○番外（市民自治部長村上雄一）（登壇） 私から、ヒートアイランド対策のう

ち４点の御質問にお答えいたします。  

 まず１点目、伊丹市のヒートアイランド問題に対する取り組みについてです

が、伊丹市環境基本計画では、市域におけるヒートアイランド現象の数値化が

困難なことから、ヒートアイランド現象の抑制を目標として掲げるのではなく、

ヒートアイランド現象の抑制につながる農地の保全や工場、事業場の緑化等に

よる緑地の確保、透水性舗装、省エネルギーなどを推進することとし、個々に

目標を掲げて取り組んでおります。  

 次、２点目、伊丹市の緑被率と緑視率についてですが、本市のおける緑被率

とは市域の樹木、樹林地で覆われた緑地面積の割合を示しております。これは

平成１１年度に策定しました当初の伊丹市緑の基本計画における緑の指標であ

り、最新の平成２０年度の調査では１０．７％となっております。次に、緑視

率ですが、これは人の視野に入る緑の割合をあらわしております。しかしなが

ら、本市におきましては緑視率に係るデータ整備は行っておりません。平成２

３年度からスタートいたしました伊丹市緑の基本計画２０１１では、伊丹市の

緑をはかる指標として、都市部におけるヒートアイランド現象の抑制など都市

環境の緩和に有効とされる緑率に変更しております。この指標はこれまでの樹

木、樹林地に加え、農地や水面、屋上に整備された草地、グラウンドなどの裸

地も加えたもので、平成２０年度調査における本市の緑率は３４．１％でした。

この数値は一般的に都市部における熱環境改善の観点から３０％から４０％程

度が適当とされ、現在の緑の基本計画では、今後、緑の減少を食いとめるとと

もに、この緑率を維持することとしております。  

 次に、３点目、公園、校庭、園庭の緑化推進や街路樹の拡充を進める余地に

ついてですが、まず、公園につきましては、平成２０年度の伊丹スカイパーク

の開園をもって規模の大きな公園整備については一定終了したことから、公園

新設における緑の拡充は非常に厳しいというふうに考えており、今後は公園施
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設の長寿命化と再整備を図りながら永続性のある緑地として地域住民とともに

適切に管理していくことで緑の確保に努めてまいりたいと考えております。  

 次に、学校園の緑化につきましては、敷地の境界部のフェンス際に中高木を

植樹しておりますが、木々の成長に伴い剪定の必要性がますます高まる中、新

たに植栽することは難しい状況にあります。校庭、園庭につきましては、平成

２３年度から今年度までに市立幼稚園３園で芝生化を実施しており、今後、前

期事業実施５カ年計画では、毎年１校園を目標に整備を進めております。街路

樹につきましては、これまで市内の幹線道路、補助幹線道路を中心に整備を進

めてまいりましたが、その多くが施工から一定年数が経過しており、成長した

街路樹の根が歩道舗装を持ち上げたり枝葉が通行空間や隣接宅地にもはみ出す

など、維持管理上の問題も発生しております。この現状から判断しますと、既

存道路において限られた歩道幅員の中で維持管理面や安全な通行空間を確保す

ることが最優先であり、また、予算の面からもさらに街路樹を拡充していくこ

とは非常に難しいと考えております。 最後に、工場立地法における地方分権

化を活用した本市の取り組みについてですが、平成２４年４月から工場立地法

における緑地面積率等に係る地域準則の制定及び関連事務が市に権限移譲され

ました。本市では、昨年度より庁内ワーキングを設置し、市内主要工場へのヒ

アリングを実施するなど、市内工場の緑化について新たな検討を進めておりま

す。内容といたしましては、工場の操業環境はもとより、ヒートアイランド対

策となるような工場の新設や建てかえ時に必要な緑地の確保、屋上、壁面緑化

などの新たな特殊空間を含め、さらには生物多様性にも配慮した緑の質を加味

した制度となるよう検討を進めております。いずれにいたしましても、伊丹市

は全域が市街化されたまちであり、公共施設や都市基盤施設も一定整備が進め

られていることから市内の緑化スペースは限られており、今後のヒートアイラ

ンド対策には緑の配置を工夫したり緑の総量を保全することも重要と考えてお

りますのでよろしくお願いいたします。  

○副議長（川上八郎） 松村都市活力部長。  

○番外（都市活力部長松村 隆）（登壇） 私からは、ヒートアイランド対策の

うち農地の保全と植木産業の振興についての御質問にお答えいたします。  

 まず、農地の保全についてでございますが、当市における農地のうち、宅地

化農地は現在の面積が２９．２ヘクタールで、平成１６年度と比較しますと約

６割に減少しているところでございます。一方、生産緑地は現有面積が１０１．

３ヘクタールで、平成１６年度に比べ約１割の減少にとどまっており、総面積

１３０．６ヘクタールの農地が市内で保全されております。都市農地は安全で

新鮮な農産物の供給に加え、ヒートアイランド現象の緩和、貴重な緑地空間の

供給、防災時の安全空間、遊水池機能などといった機能を有しており、議員御
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指摘のとおり、経済活動としての農業生産にとどまらず、環境、防災など多面

的、公益的な機能を発揮し、その重要性が高まっていることから、農地の減少

を抑えていくことは重要な課題と考えております。  

 議員お尋ねの伊丹市域でどの程度農地面積を確保する必要があるのかとの御

質問については、具体的な数値目標は設けておりませんが、都市機能に果たす

農地の役割を考えますと急激な農地の減少は決して望ましいとは認識しており

ません。そこで、本市では平成２３年４月に伊丹市農の振興プランを策定し、

農業者、市民、関連事業者、行政などが連携し、伊丹市の価値を高める都市に

おける農の振興を目指しているところでございます。具体的には、農業者に対

しては農地貸借の登録・あっせんによる利活用のほか、「たみまるレモン」や伊

丹産イチジクジャムなど農産物のブランド化、６次産業化の推進、また、市民

の皆様には市民農園や体験農園などの市民参加型の農地活用やスマイル阪神の

活用などによって農業に親しむ機会を提供し、都市における農業への理解を深

める取り組みを進めているところでございます。さらに、平成１６年度から生

産緑地の追加指定を行うこととあわせ、国県に対し担い手農家への農地の貸し

付けや市民農園の開設における相続税の納税猶予制度の適用を求めるなど、都

市農地を保全するための制度改善要望も継続して行っており、また、毎年７月

に行います水田の耕作確認にあわせ、周囲の遊休農地の利用促進を働きかけて

いるところでございます。今後も消費者と近い距離にある都市農地であるがゆ

えの多面的な機能や農地の果たす役割の重要性、大地の恵みのありがたさなど

を市民の皆様に訴えかけ、共感いただきながらその保全に努めてまいりたいと

考えております。  

 次に、植木産業の振興についての御質問にお答えいたします。  

 昨年７月、市内においてウメ輪紋ウイルスが確認され、関係する生産者の方々

においては大きな打撃を受けておられるところでございます。そこで、当市で

は、梅、桃、桜等を抜根した圃場において、例えば果樹等の収穫樹の苗木を植

えるなど、新たな植木を生産する際の支援として、苗木の購入に対して補助す

ることとしております。また、県の支援を受けて新たな品種の栽培などに取り

組む生産者を支援するため、営農技術に関する課題、問題を抱える梅、桃、桜

等の生産者に対し、専門知識を提供することにより営農技術の習得を促してま

いります。既にセミナーを１回開催し、今後は果樹生産の先進地の現地視察等

も踏まえ、生産者の方々のニーズに即した内容のセミナーの実施を考えており

ます。加えて、公共施設の植栽工事等、市関係施設等の緑化における市内植木

関連事業者の活用など、今後も関係部局と調整してまいります。さらに、国か

らの支援でございますが、７月２日に宝塚市及び川西市と３市合同で国に対し

てウメ輪紋ウイルスに係る要望活動を行い、早期のウメ輪紋ウイルスの根絶は
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もちろんのこと、生産者等の営業損失補償の拡充、生産者等の経営再建に必要

なパイプハウスやハウス暖房機などの施設、機械の導入支援事業の創設を求め

てきたところでございます。今後も地元の声を聞きながら、国、県とともに対

策を講じることにより、植木生産者の圃場における生産継続を図ることで、ま

ちの緑の維持に寄与してまいりたいと考えているところでございます。  

○副議長（川上八郎） 櫻井委員。  

○１６番（櫻井 周）（登壇） 早口での御答弁、ありがとうございます。質問

がたくさんありましたので時間が足りなくなるんではないかと当初、心配をし

ておりましたけれども、おかげさまであと１１分残っておりますので、２回目

の質問をさせていただきます。  

 下水管の更生工事といいますか、長寿命化計画についてでございます。御答

弁いただきましたとおり、この汚水管の問題、いろんな問題ございますけれど

も、結局のところはこの長寿命化計画を推進をし、それで、汚水管、もう一度

しっかりとしたものに直していくということが問題解決の一番の近道であると

いうふうに考えます。一方で、下水道会計のほうは４００億円を超える負債を

抱えております。一時期よりは随分と減ってまいりましたけれども、いまだに

巨額の負債を抱えているという状況でございます。したがいまして、やはり借

金返済、負債削減ということが下水道会計の財務体質改善というのが下水道会

計における最大の課題であろうというふうにも思っております。一方で、この

下水管という巨大なインフラ資産、これの維持も重要でございます。このイン

フラ資産が損なわれてしまうということになりますと、先ほど申し上げた財務

体質改善という観点からも、結局資産側に計上すべきものがなくなってしまう

ということになれば、これは財務的にも実はよくないということになりますし、

何より市民サービス、提供するべきインフラ資産がなければ下水道サービスと

いうものを市民に提供できなくなってしまうわけですから、そこも重要なとこ

ろでございます。一方で、この巨大な下水管という資産、減価償却後も使えれ

ば、これは財務的にも改善をするということでございますから、４００億円抱

える負債という問題を考えたときでも、この長寿命化計画というのを適切に進

めていく必要があろうかと思います。一方で、伊丹市の場合は１９８０年代、

バブルのころに、たまたまバブルのころと重なってしまいましたけれども、そ

のころに下水道の整備を最後、ばたばたばたっと進めていったということもあ

って、それでこの借金が多くなったということもございます。そして、この維

持管理の工事も、そうしますと、そこから５０年ぐらいたったところでたくさ

ん発生するということになってしまいますから、この計画のつくり方というの

は非常に難しいというふうに思っております。また、この借金が４００億円あ

る中で、さらにここで長寿命化計画を進めるということになりますと、やはり
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また借金減らせなくなってしまうという問題がある一方で、先ほど来申し上げ

ているとおり、この下水、インフラ資産、下水管が崩壊してしまって、新たに

一からつくり直さなきゃいけないとなると、これはまた大きな財政負担になり

ます。このバランスのとり方というのは非常に難しいなというふうには思いま

す。  

 そこで質問なんでございますが、負債削減と資産維持という財務上のバラン

ス、考慮しつつ、いかにして市民サービスに応えていくのかについて、これ、

なかなか難しいところではございますが、どのような御覚悟で臨んでいかれる

おつもりでしょうか。  

 以上で２回目の質問を終わります。  

○副議長（川上八郎） 大石都市基盤部長。  

○番外（都市基盤部長大石正人）（登壇） 私から、下水管の長寿命化計画の進

捗に関する再度の御質問についてお答えします。  

 議員御案内のとおり、下水道会計におきましては、平成２３年度に安定的な

財政基盤を確保するため使用料の改正を行い、平成２４年度決算におきまして

は累積欠損金が解消するとともに、企業債残高が約４１９円になるなど、一定

改善の兆候が見えてきたところでございます。一方、これまでに巨費を投じて

つくり上げた下水道を将来にわたって保全し、都市生活の基盤施設として市民

の皆様が安定的に下水道サービスを享受できることが下水道事業の命題となっ

ており、その対策に向けて下水道長寿命化計画に基づく下水管渠の改築、更新

事業を進めているところでございます。現在の長寿命化対策事業につきまして

は、本市が抱える下水道ストックとその耐用年数から勘案しますと小規模なも

のとなっており、今後、この状態で事業が推移しますと、議員御指摘のとおり、

改築事業のおくれから下水道施設の老朽化が一層進み、下水道システムの崩壊

が危惧されるところでございます。こうしたことから、本市としましては、こ

の状態を回避し、さらなるサービス向上を図るため、今後より一層の事業展開

が望まれるところでございますが、これに先立ち、財政計画の中で下水道事業

が抱える多額の債務を解消する見通しを立て事業経営の健全性を高めることが

肝要と考え、平成２１年度に地方公営企業法の財務適用を行い、明らかとなっ

た経営状況をベースに適切な下水道使用料を設定するなど、得られました改善

効果はさきに申し上げましたとおりでございます。今後は事業経営と施設管理

の両面から市民の皆様が安心して御利用いただける下水道サービスの安定確保

に向けてさらなる経営の効率化を行うとともに、施設管理にあっては財政状況

を見きわめながら有利な補助制度を活用するなど、その財源の確保に傾注し、

安価で高品質の下水道サービスの提供に努めてまいりたいと考えておりますの

で御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。  
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 失礼します。先ほどの企業債残高につきまして、私の答弁の中で約４１９円

と申し上げましたが、正しくは４１９億円でございます。おわびして訂正申し

上げます。  

○副議長（川上八郎） 櫻井議員。  

○１６番（櫻井 周）（登壇） ３回目は意見を述べさせていただきます。  

 まず、下水道については御答弁いただきましたけれども、現在の長寿命化計

画の進捗スピードですと、とてもじゃないですけど間に合わないということで

すから、スピードアップしなければいけないということは言えることだと思い

ます。ただ、どの程度スピードアップするかということについては、先ほど申

し上げたとおり、バランスをとりながらしっかりと検討させていただきたいと

いうふうに思います。  

 次に、１回目の質問に対する答弁の中で、ヒートアイランド対策ということ

で、個別の事業としては取り組んでいるという御答弁をいただきました。しか

しながら、環境基本計画においても個別の事業についてはやっているのかもし

れませんが、ヒートアイランド対策という課題と個別の事業との関係が必ずし

も明確でないということが問題だというふうに思っております。この問題と、

それからそれに対応する事業がしっかりと関係が明らかでないと、今度、事業

をやった後に、それが当初の問題にどれだけ貢献したのか、どれだけ問題が解

決できたのかということの評価もできなくなってしまいます。今回、冒頭で行

政評価についても質問させていただきましたけども、行政評価が、そうすると

その問題、課題と、それから事業との関係が明らかでないと、行政評価をやる

ときにもまた本当に成果が上がったのかどうかよくわからないということにな

ってしまいます。したがいまして、きちっとしたこの計画、計画というのは問

題があって、その問題に対してどういう解決策を打つのかという、本当にその

一対一の関係、もちろん１つの課題に対して複数の解決策がある場合もあるか

もしれませんけれども、その関係性を明らかにするというのが計画でございま

すので、その点、もう一度しっかりと考え直していただきたいというふうに思

います。市民の皆さんは、別に市役所が全ての問題を解決できると思っていな

いと思います。もちろん、市役所だけでなく政府部門で全ての問題が解決でき

るわけではない。中には民間が主体となって取り組むべき課題もあるでしょう

し、そもそもどうしようもない問題、現在の世の中ではどうしようもない問題

というのもあろうかと思います。そうしたものを峻別し、政府部門でやるべき

もの、そして市がやるべきものを明らかにし、それがどの程度進捗していって

るのかということを管理するのが総合計画であり行政評価だというふうに理解

をしております。そうした観点からも、いま一度この計画のあり方、これは総

合計画についても以前より質問させていただいておりますが、個別の分野別の
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計画についても同様にしっかりともう一度見直していただきたいというふうに

思います。この問題については話し出すと非常に長くなってしまいますので、

また１２月議会に続きをやりたいと思います。以上で３回目の発言を終わりま

す。 


